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一
．
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
信
は 

全
員
二
十
二
時
ま
で
と
す
る
。 

二
．
悪
口
や
人
を
傷
つ
け
る

言
葉
を
書
か
な
い
。 

三
．
自
分
や
友
達
の
個
人
情

報
を
出
さ
な
い
。 

四
．
ネ
ッ
ト
で
知
り
合
っ
た
人

と
会
わ
な
い
。 

五
．
家
庭
で
決
め
た
ル
ー
ル 

を
守
り
、
メ
デ
ィ
ア
や 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
用
す
る
。 

令和２年度 大谷中学校後期生徒会（2021.3. 1 施行） 
令和 6 年度 大谷中学校前期生徒会（2024.9.17 改正） 


